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海老名市 財務部 契約検査課 



契約金額500万円以上の工事は登録が必要となります。

登録は受注者に行っていただきますが、登録前に監督員が登録事項を確認します。

内容の確認後は、メールに確認した旨を記載するか、確認書へ署名して回答してくだ
さい。

この登録は契約締結後10日以内に行うことから、急を要します。

また、工事契約に変更が生じた時点と、工事が竣工した時点で別途登録が必要となり
ます。

ここで定める10日からは、市の休日は除いて算定します。

登録後にJACICから受注者へ受領書が送付されますので、写しを市に提出してくださ
い。

なお、コリンズについての詳しい内容はJACICのホームページで確認してください。



工事工程表は基本的にバーチャート式で作成しますが、工事が複数種・複合的に行
われる現場ではネットワーク式で作成してください。

工程表を作成する上での具備要件として、会社名、現場代理人名、工事名、工期、作
成日、各工事項目の構成比率、予定工程、出来高曲線になります。

ここで言う工程とは具体的な作業毎の期間や各作業の相関関係、流れ等が判断でき
なければなりません。

工程表は予定と実施を比較する必要があることから、予定を黒、実施を赤で示すこと
が望ましいです。

工事工程表（実施）は完成後の提出です。

当初計画及び工事を進めていくに従い生じる修正計画は施工計画書に添付してくだ
さい。



建設工事における請負契約とは発注者の示した契約図書（図面、仕様書等の設計図
書）に基づき施工することとなりますが、図書に特別定めのないもの（施工方法等）につ
いては、受注者の責任において定める自主的施工が原則となっています。

よって、基本要求事項を満足した上で、受注者は施工方法全般に対し施工計画書を
作成し、発注者に事前提出しなければなりません。

また、発注者が収受した施工計画書に則り工事履行しなければなりません。

逆を言えば、施工計画書を収受されなければ施工に着手できないことになります。

なお、発注者は施工計画書を収受し必要に応じて受注者に修正指示しますが、施工
計画書を「承認」はしません。

一言に施工計画書と申しましても中身は多岐多様ですので、別添施工計画書の記載
要領に示しましたので参考にしてください。





















施工体制の通知については、建設業法施行規則第14条の２、工事契約約款第７条と
海老名市公共工事共通事項書に規定されています。

施工体制の把握、下請負人の所在、技術力、適正な契約形態などの確認を行ない、
一括下請けや賃金不払い等の抑制を図ることを目的に通知書の作成、提出を求めてい
ます。

施工体制通知書の頭紙には、１次下請のみの記載となりますが、２次下請以降につい
ても添付資料として提出いただきます。施工体制通知書の構成としては、鑑、施工体系
図、市との契約書表紙の写し、下請契約毎の契約書面（契約書又は注文書と注文請
書）の写し、受注者の置いた技術者【主任（監理）技術者、専門技術者、監理技術者補
佐】に係る資格者証及び雇用を証する書面の写しとなります。

下請負契約書面は建設業法第19条の要件を具備したものを添付してください。

建設工事の完成を目的としてオペレーター付きで建設重機を借り上げた場合、契約
形態がリースや委託であっても建設業法第24条により請負契約とみなされます。

なお、警備業及び運送業は建設業法上の契約とはみなされないため、施工体制通
知書（鑑）及び施工体制台帳に記載する必要はありません。ただし、警備業者は施工
体系図に記載するようにしてください。



海老名市では発注者の責務として、工事に関わる全ての方が退職金制度により社会
保障を受けるべく、指導・助言を行うこととしております。

具体的な行動としては、工事積算中の現場管理費に建退共掛け金相当を加算し発
注しております。また、その制度が適正に運用がされているか確認するため、受注者業
者より書面による提出を求めているところです。

なお、建退共制度については、その主旨から、加入は任意事項であり事業主と個人の
判断で加入するものとなっております。よって、市としては建退共に代わる退職金制度
で補完されていれば、適正な契約履行、雇用主の義務が確保されていると判断してお
ります。



建退共ステッカーを現場掲示すること。

受注者は作業員への周知と建設業界の社会的責任におけるＰＲを必要とするため、
掲示を求めています。なお、受注者は自社に対象者が居なくても建退共共済組合に加
入することができ、費用も掛かりません。

※加入事業者確認は、建設業退職金共済事業本部のＨＰで確認できます。





納入仕様書とは、使用材料や機器ユニットのメーカーが出す、材料等のスペックを表
した書類です。

納入仕様書により使用する材料の承諾を行います。

使用予定の材料は発注仕様と同等か、品質が確保されているかものか否か判断する
ための資料となります。

[日本工業規格JIS Ⅰ･Ⅱ類]、 [日本下水道協会規格Ⅰ類] 、[神奈川県県土整備局
建設リサイクル認定資材]の対象資材は監督員の承認により省略可です。



工事打合せ簿は様々な場面で活用されますし、監督員・受注者双方の協議・連絡事
項の記録として重要な書類となります。

打合せ簿上の文言表記だけでは表現しにくい場合、図面や見積書等を添付すると解
り易くなります。



土木工事は、海老名市公共工事共通事項書の段階確認一覧表に記載のある工種等
について、段階確認を受けること。

建築工事は、公共工事標準仕様書に定める検査項目を参考とし、監督員と協議の上、
実施項目を決定し、段階確認を受けること。



施工計画書に全体計画が添付されますが、施工計画書の提出に時間が掛かる場合が
想定されるため、契約後10日としています。

短期施工や小規模工事の場合、例えば舗装打替えや土日限定作業など、実際の作業
日数が１ヶ月以内に完了する工事では、履行報告を省略する事ができます。

市監督員と協議の上決定してください。



品質証明書は、材料に対してはメーカーが、現場施工による出来形については受注
者が作成します。



試験成績書は、材料や機器の性能が、規格や品質基準を満たしているか判断するた
めに実施する各種試験の成績表です。

フレッシュコンクリート試験、AS合材密度試験、プルフローリング試験、溶接試験、塗
装膜厚試験、絶縁試験、気密試験、試運転試験等、様々なものがありますので、受注
者と監督員で協議し、対象試験を選定してください。

選定された事項は必ず施工計画書に記載してください。



材検簿は１材料に１枠、同様の材料を各工種に使用する場合などは、材料調書を作
成し合計数量が材検簿の契約数量となります。

納品伝票（荷渡時のものでコピー可）は各材検簿の次へ、出荷証明書（納品後日、材
料メーカー若しくは代理店が発行するもの）はまとめて材検簿最後に綴じてください。



※印の事項については、施工計画書内の建設副産物処理計画に記載するようにして
ください。



土木工事においては出来形数量調書は必ず作成してください。参考までに出来形数
量調書様式を用意しましたので、参考様式に記載されている事項は具備するようにして
ください。





実施状況写真などを添付するとベター



これら事項についても必ず、施工計画書内、写真管理項目に記載しておく。

原則、海老名市公共工事デジタル写真管理要領にもとづき、工事写真を作成すること。

やむを得ず電子納品できない場合は監督員と協議すること。





具体的な保険の種類とは、

資材の運搬に係る貨物運搬保険

建築工事を対象とする建設工事保険

土木工事を対象とする土木工事保険

工事施工に伴い第三者に与えた損害を賠償する請負業者賠償責任保険

主な保険を列挙しましたが、他にも細かな保険があり、必要に応じて保険加入が必要
となります。

設計図書により定められた保険に必ず加入すること。

受注者が任意で加入した保険も必ず発注者に提示しなくてはなりません。



許可期間は検査期間も含めるものとする（工期末より2週間程度先の日付）。



空気圧縮機やバックホウ、ブレーカーを使用する時には注意してください。現在、発注
仕様において低騒音型の建設機械を使用することになっているので、該当することはあ
まり無いと思われますが、環境政策課に確認することが間違いありませんので、事前に
相談しておくとよろしいかと思います。



これら事項についても必ず、施工計画書内、安全管理項目に記載しておく。

報告書は任意様式で構いませんが、参考までに安全教育訓練実施記録書を用意し
ましたので、参考様式に記載されている事項は具備するようにしてください。




